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議案第２０２号 

 

令和元年度東広島市歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、次の令

和元年度東広島市一般会計及び東広島市各特別会計の歳入歳出決算を別冊のとおり

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

なお、地方自治法第２３３条第５項及び第２４１条第５項の規定により、当該決

算に関する附属書類を別冊のとおり併せて提出する。 

 

令和２年９月２４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 決算書 

(1) 令和元年度東広島市一般会計歳入歳出決算 

(2) 令和元年度東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

(3) 令和元年度ひがしひろしま墓園管理事業特別会計歳入歳出決算 

(4) 令和元年度東広島市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算 

(5) 令和元年度寺家地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

(6) 令和元年度東広島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

(7) 令和元年度東広島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

(8) 令和元年度東広島市介護保険特別会計歳入歳出決算 

(9) 令和元年度東広島市上三永財産区特別会計歳入歳出決算 

(10) 令和元年度東広島市御薗宇財産区特別会計歳入歳出決算 

(11) 令和元年度東広島市志和堀財産区特別会計歳入歳出決算 

(12) 令和元年度東広島市東志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(13) 令和元年度東広島市西志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(14) 令和元年度東広島市白市財産区特別会計歳入歳出決算 

(15) 令和元年度東広島市小谷財産区特別会計歳入歳出決算 
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(16) 令和元年度東広島市志和財産区特別会計歳入歳出決算 

(17) 令和元年度東広島市竹仁財産区特別会計歳入歳出決算 

(18) 令和元年度東広島市久芳財産区特別会計歳入歳出決算 

２ 附属書類 

(1) 令和元年度東広島市各会計歳入歳出決算事項別明細書 

(2) 令和元年度東広島市各会計実質収支に関する調書 

(3) 令和元年度財産に関する調書 

(4) 令和元年度東広島市基金運用状況調書 

(5) 令和元年度主要な施策の成果に関する報告書 
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（提案理由） 

令和元年度の東広島市一般会計及び東広島市各特別会計の歳入歳出決算及び関係

書類を監査委員の審査に付した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意

見書を付けて当該決算を議会の認定に付するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２３３条 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監

査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなけれ

ばならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当

たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類そ

の他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 

第２４１条 

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設

けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を

示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第２３３

条第５項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 
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議案第２０３号 

 

令和元年度東広島市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令

和元年度東広島市水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会の議決

を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和元年度東広島市水道事

業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

なお、地方公営企業法第３０条第６項の規定により、当該決算に関する附属書類

を別冊のとおり併せて提出する。 

 

令和２年９月２４日提出 

 

東広島市長    垣    德    
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（提案理由） 

令和元年度東広島市水道事業により生じた利益の処分を行うことについて議会の

議決を求めるとともに、令和元年度の東広島市水道事業会計の決算及び関係書類を

監査委員の審査に付した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意見書を

付けて当該決算を議会の認定に付するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方公営企業法 

第３０条 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監

査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において

最初に招集される定例会である議会の認定（－略－）に付さなければならない。 

６ 地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政

令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。 

第３２条  

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定

めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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議案第２０４号 

 

令和元年度東広島市下水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和元年度東広島市下水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

なお、地方公営企業法第３０条第６項の規定により、当該決算に関する附属書類

を別冊のとおり併せて提出する。 

 

令和２年９月２４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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（提案理由） 

令和元年度の東広島市下水道事業会計の決算及び関係書類を監査委員の審査に付

した後、同委員から意見書の提出があったので、当該意見書を付けて当該決算を議

会の認定に付するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方公営企業法 

第３０条 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監

査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において

最初に招集される定例会である議会の認定（－略－）に付さなければならない。 

６ 地方公共団体の長は、第４項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、第２項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政

令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。 
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議案第２０５号 

 

   事業契約の変更について 

 

 令和元年１１月１５日議決第２１０号により議決を経た東広島市立小中学校空調

設備整備事業の事業契約を次のとおり変更することについて、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月２４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ２４億１,６７５万６,０２７円」を「３ 契約金額 ２４億

１,６３４万５,１５７円」に改める。 
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 （提案理由） 

 東広島市立小中学校空調設備整備事業の事業契約について、当該事業契約の規定

により、設計、施工等の対価の割賦払に係る手数料の額の算定に用いる金利が確定

したことに伴い、当該対価の額を改定する必要が生じたため、事業契約金額を変更

することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

第１２条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基

準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければな

らない。 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令（平成１

１年政令第２７９号） 

第３条 法第１２条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、

次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額（借

入れにあっては、予定賃借料の総額）が同表下欄に定める金額を下らないことと

する。 

法第２条第５項に規

定する選定事業者が

建設する同条第１項

に規定する公共施設

等（－略－）の買入

れ又は借入れ 

 

都道府県 

千円 

５００,０００ 

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１９第１項に規定す

る指定都市（以下この表において「指

定都市」という。） ３００,０００ 

市（指定都市を除く。） １５０,０００ 

町村 ５０,０００ 


